
（別紙）

申請処理の流れ

１　栄養士免許（県知事が免許を与える）

④書類審査・免許証作成等

①申請 ②申請書受理 ③進達 ※課内承認が必要

⑦交付 ⑥内容確認 ⑤免許証送付

【県外在住者の場合】 ①’ 申請書を県庁へ直接郵送

【県外在住者の場合】 ②’ 書類審査・免許証作成　※課内承認が必要

③’ 郵送により申請者へ直接交付

２　管理栄養士免許（厚生労働大臣が免許を与える）

③審査・書類作成 ⑤審査・免許証

①申請  ②進達 ※課内承認が必要  ④進達 　作成

⑩交付 　⑨内容  ⑧送付 ⑦内容確認・書類作成  ⑥送付

　　確認 ※課内承認が必要

※ ④の進達スケジュールの目安

繁忙期：毎週、繁忙期以外：申請数により毎週～隔週程度

県庁健康づくり推進課

（派遣労働者勤務場所）

栄養士免許等関係事務に係る労働者派遣業務公募型プロポーザル

質問に対する回答の参考資料

申請者 保健所
県庁健康づくり推進課

（派遣労働者勤務場所）
厚生労働省

申請者 保健所
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